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１．緒言 
 
船舶は、各国の国内法、条約、船級規則等に従い、定期的な検査を受けることで、その健全

性が評価され、運行に供せられると共に、保険契約を結ぶことができると一般的に考えられる。

その為に、定期検査、中間検査、年次検査等一定期間毎に受検するのが通常である。この定期

的な検査は、定期検査が 5 年、中間検査が 2～3 年、年次検査が 1 年と、船舶が完工した日か

ら一定期間経過後を基準とした時間基準型検査であり、その他に、それぞれ 5 年間隔で計画的

に船舶内の機関部品及び補機器の検査を行う機関継続検査(Continuous Machinery Survey、通
称 CMS)や、状態監視と併用した機関予防保全検査(Preventative Machinery Maintenance 
Survey)もあるが、5 年間隔の開放検査が基本となっている。然るに、船舶管理の多様化及び

LNG 船等高付加価値船等で 20 年を超え、30～40 年に亘って使用する為に実施される延命評価

等により、画一的に 5 年間隔での開放検査の有効性及び必然性に対する問題提起が出されるよ

うになって来ている。 
一方、陸上の発電所設備や化学プラント設備、オフショア設備等において、近年、急速に

RBM(Risk-Based Maintenance)が普及してきており、プラント設備の個々の装置の検査を実施

するに際して、過去の日常保守の内容、損傷事例、状態監視状況、装置から内容物が漏洩した

場合の被害の影響等を多岐にわたり解析し、その結果得られるリスク評価結果に従って、リス

クの高い装置、部品の検査を優先的に実施することで、合理的、且つ経済的に、資本投入する

検査方式が普及しつつある。更に、オフショア設備の検査を多く実施している DNV,ABS 等船

級協会は、当該オフショア設備を対象とした RBI(Risk-Based Inspection)の規則を発行すると

共に、船級検査にも取り入れたガイダンスを発行して、船舶の分野にも、リスク評価によるメ

ンテナンス及び検査が急速に浸透しつつある。 
当該 RBM/RBI に関しては、本会は他船級協会がオフショア設備規則への RBI 導入を進める

中で、その有効性を考えて研究を開始し、この世界的に導入の潮流にある RBI を、 
・ 船級検査にどのように取り入れることが可能か、 
・ 取り入れる場合の方式はどのようになるか、 
・ 陸上で普及している方式がそのまま適用できるか、 
・ 機関・機器の検査に適用できるか 
を課題として研究してきた。今回、主機関をプロトタイプとした RBI の基本的枠組みが出来上

がったので、その概要を報告する。 
 因みに、世界的に普及が進む RBM/RBI は、その殆どの対象がプラント内の圧力容器及び配

管等構造物であり、その教科書的規格である API(米国石油学会)581 も圧力容器及び配管を主

対象としている。これに対し、本会では、これを回転機器を含むディーゼル機関及び補機器に
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適用するものである。この回転機械への適用研究は、欧州で進められているRIMAP(Risk Based 
Inspection and Maintenance Procedures for European Industry)プロジェクトの中でも進め

られているが、未だ明確な指針が出されていない状況下にあり、今回の本報告はこの種の発表

の中では世界的に始めてのものと考えている。 
従って、本研究の推進に当たっては、API581、ASME 等の規格を紐解きつつ、新しい試み

の是非を問いながら進めることとなり、この分野での世界的な権威者である東京大学工学部酒

井信介教授との共同研究として実施し、同教授からの適切な指導の下に進めてきた。従って、

本 RBI の基本的スタイルは、米国 API-581 規格に沿ったものであるが、その他の各種方式を

参考にした独自のものとなっている。更に、この成果は一般の舶用ディーゼル機関全般のリス

ク評価による保守にも適用可能であり、今後、リスク評価により適切且つ効率的な船内保守を

検討されている船主各位の参考になるものと考えている。 
 
 
２．研究スケジュール 
 
これまで、RBM/RBI の現状調査を行ってきたが、実際にリスク評価を船級検査に導入する

為の研究として、研究を進めるに際し、2006 年度を初年度とした 3 年計画として、 
１年目：主機関を対象とした RBI システム構築と検証 
２年目：機関室全機器及び機関部品を対象とした RBI システム構築と検証 
３年目：規則化の検討 
の概略目標で推進することとした。その概略のスケジュールを図１に示す。 
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RBI システムを構築するには、詳細には後述するが、以下の項目の検討を行う必要があり、

各々、主機関のみの場合と、機関室全機器・機関を対象とした場合について実施する。 
尚、下記に示す損傷メカニズムとは 
・疲労 
・クリープ 
・腐食(磨耗、応力腐食割れを含む) 
・材料劣化(による破壊(脆性破壊等)) 

の４つの形態に集約される3)。損傷モード(形態)としては割れ、破断、変形、減肉、強度/
靭性低下等部品レベル毎に考えられるものがリストされる。弊会損傷データベースで扱っ

ている損傷モードは後述の図 7 で示す。 
また、API-581 で用いられている「RBI テクニカルモジュール」の言葉を、本稿では、RBI

システムの基本構造部分、所謂、リスクを増減させる各種修正因子を含めて、標準損傷率を用

いたリスク算出方法を、この言葉で代表させて用いている。 
 

(1) RBI の基本データの検討 
・対象機器、部品、部分の選定 
・選定された機器、部品及び部分の各々損傷モードの特定 
・同上の各々損傷メカニズムの洗い出しと決定 
・同上の各々損傷率及び寿命カーブの算出、決定 
以上の決定の中で、必要に応じて FTA(Fault Tree Analysis,故障の木解析), ETA(Event 

Tree Analysis,事象の木解析), FMEA(Failure Mode & Effect Analysis,故障モード影響解析)
等の解析ツールを用いて、部品、損傷モード、損傷メカニズムの絞込みを実施する。 
  

(2) RBI テクニカルモジュール構築 
・リスク算出方法の検討 
・各種のリスクを増減させる要因を抽出したリスク修正係数の検討 
・損傷が発生した場合の被害の大きさとその影響の大きさ(損傷時影響度)の検討 
・ 終的にリスクとして算出されるリスクマトリックスの検討 
 

(3) RBI システム構築 
・RBI システムの仕様の検討 
・RBI システム構築 
 

(4) RBI システムの検証(過去の保守データによる検証) 
・検証船舶の選定：効率的な保守が希望される船種で、保守データが利用可能な船舶 
・定期検査までの 5 年間の保守データの入力とリスク算出 
・リスク評価結果と実際に実施された定期検査内容の事例検証 
・ベイズの定理による損傷率の修正検討 
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・RBI システムの改良、修正の検討 
 

(5) 実船適用実験 
 実船の定期検査に際して、RBI を適用した検査の実証実験を実施する。 
 
(6) 規則化とガイドライン作成 
以上の結果が出た段階で、 後に、リスク評価の基本的事項等も説明した RBI ガイドライン

を作成するとともに、規則原案を作成することになる。尚、リスク評価には、算出されたリス

クを基にして、その後の開放検査の是非を的確に判断できるリスクマネージメント能力を有す

る専門家も必要となる。弊会で本 RBI を実用に供する段階では、人的及び組織的な当該検討も

実施されることとなる。 
 
 
３. 研究体制 

 
本研究を進めるに際し、図 2 に示すように、多くの方々の協力を得て、研究を推進している。 

ＮＫ技術研究所 東京大学酒井研究室 

船主(MOL 殿)

広範な協力共同研究

阪神内燃機工業殿

各種修正係

数検討 

IHI/IHI ﾏﾘﾝ殿

ｼ ｽ ﾃ ﾑ構築と

RBI ﾃｸﾆｶﾙﾓｼﾞ
ｭｰﾙ検討 

ＮＫ損傷データベース利用 

図 2. RBI 研究推進体制の概略図

主機関 RBI ﾌﾟﾛｯﾄﾀｲﾌﾟ構築 
  主機関 RBI 基本データ検討 
  主機関 RBI ﾃｸﾆｶﾙﾓｼﾞｭｰﾙ構築 
  主機関 RBI システム構築 
  主機関保守データによる検証 
  実船適用検証実験 
機関室全機器・機関部品対象の RBI 構築 
  全機器・機関部品 RBI 基本データ検討 
  全機器・機関部品 RBI ﾃｸﾆｶﾙﾓｼﾞｭｰﾙ構築 
  全機器・機関部品 RBI システム構築 
  全機器・機関部品保守データによる検証 
  実船適用検証実験 
規則案検討 
  RBI ガイドライン作成 
  規則案検討 

 
 
先述の如く、本研究を効率的且つスピーディに進める為に、東京大学工学部大学院教授の酒

井信介先生の助言を全面的に得て進めている。形式的には研究の一部委託の形を取っているが、

実際は、共同で検討しながら研究を進めている。 
また、RBI システムでは、日常及び定期的な船内での点検、保守作業のデータとその内容の
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把握が欠かせず、その為に、株式会社商船三井殿にお願いして協力いただいた。実際には、同

社を退職後、同社のシステム設計の任にある濱野眞砂美(横濱ナブシステムズ)氏の全面的な協

力をいただいて研究を進めた。 
RBIシステムの構築では、石川島播磨重工業株式会社は陸上分野へのRBM適用に関して、豊富

な実績を有し、その研究部門である、基盤技術研究所構造研究部専門部長の富士彰夫氏と同部

の弥富政享氏に、RBIシステムの基本仕様を主に検討していただいた。また、基本仕様に続く、

詳細設計、プログラム構築においては、機関予防保全規則対応の船舶管理システム等の開発を

行なっている、株式会社アイ・エイチ・アイ・マリン先端事業推進本部ITシステム部部長の志

村義治氏にお願いし、３者ともテクニカルモジュールの検討段階から参加していただいた 

リスク評価を行うに際し、当該リスクを増減させる各種要因を修正係数として組み込む必要

があるが、舶用主機関メーカとして「高度船舶安全管理システム」を研究開発された実績のあ

る阪神内燃機工業株式会社にお願いして、常務取締役(後に顧問)松本弘氏と技術部設計第一課

課長代理の田上邦雄氏に各種修正係数の検討に参加していただいた。 
 
 
４．メンテナンス基準の変化 

 
設備メンテナンスの考え方としては、仮にき裂等の欠陥が発見された場合には、従来は設計

基準に基づき、製造された状態に復帰(修理又は新替)する処置が取られるのが一般的であった。

これは船舶においても原則的には同じであり、船級規則からその背景を考えた場合、鋼船規則

では船舶を設計、製造する場合の基準は規定されているが、船舶が就航後、定期的検査で検査

を受けるべき機器又は部分並びに検査、試験の方法は規定されている一方で、各種の欠陥が発

見された場合の処置は明確に示していない。船級協会としては、検査員が開放検査等に立会い、

その場でその処置をアドバイスできるとの立場であり、検査員には、その為の教育を施すと共

に、内部標準を持って対応して来た。 
同様に安全性の考え方においても、従来は安全率が規格や規則の中で一義的に規定されてい

る決定論的基準である。このことは、安全と危険の間に、一定の境界線を引いたようなもので

あり、規格/規則に合うのが安全で、合わないのが危険であるとも表現され得ることを意味する。 
 しかし、この従来方式では、表 1.に示すように、老齢船でも欠陥検出部分が新品同様に修理

されなければならなかったり、規格/規則で規定されていない機器、場所に欠陥が発生した場合

には、その都度、規格/規則の改正を行わなければならないことに繋がる。そして、規定に無い

部分の欠陥検出⇒基準/規則改正⇒別の規定に無い部分の欠陥検出⇒基準/規則改正⇒・・・と、

欠陥検出と規則改正の連鎖が継続することになる。 
 図 3.に米国原子力設備での欠陥検出場所の例を示すが、基準で開放点検が規定される高重要

度部位よりも、規定にない部分での欠陥検出が大部分であることが分かる。このことは、船舶

のメンテナンスに関わった方なら、経験的に理解されることであり、例えば、弊会鋼船規則 B
編に規定される箇所の開放検査で発見される損傷だけではなく、それ以外の機器、部品、部分

からも多くの損傷が発生していることも事実である。 
 また、弊会では、規則に規定されない場所で損傷が発生する度に、それに対応した規則改正
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を立案して来ていることも表 1 に示される状況と同じであり、このことが、弊会の規則立案・

改正部門である開発部の多忙さの背景にあるとも言える。 
 

 

表 1. メンテナンス基準の比較 
 従来のメンテナンス リスク評価に基づくメンテナンス 
適用規格 設計規格 維持規格 
安全率の考え方 決定論的基準に基づく保守： 

⇒設計基準で安全率を一義的に

決められていた 

確率論的基準に基づく保守： 
⇒安全率に幅を持たせる。安全率が

高い設計はリスクが低く、安全率

が低い設計はリスクが高い。 
欠陥検出時の対応 製造された状態に復帰： 

⇒運転開始後も常に製造時の状

態を維持することが要求され

る。 

欠陥を許容した保守： 
⇒限界値を超えない欠陥は未補修で

運転継続が許容される。 

検査の流れ 定期検査（欠陥検出） ⇒ 補修・

取替 ⇒ 設置時の状態に復帰⇒

検査 ⇒ 補修・取替 ⇒ 設置時

の状態に復帰 ⇒・・・ 

定期検査（欠陥検出） ⇒ 欠陥の進

展評価 ⇒ 次回検査時欠陥評価⇒

限界寸法以下なら使用継続/以上な

ら補修 ⇒ ・・・ 
検査場所 画一的メンテナンス： 

⇒規格で決まった機器、部品又

は部分の開放点検を実施。 

リスク評価によるメンテナンス： 
⇒リスクの高い部分の開放点検を実

施。リスクの低い機器は開放延長。

規格に無い部分が

損傷した時の対応 
規格にない部品又は部分が損傷

したら、新たに規格に追加。 
損傷発生はリスク評価に反映される

ので、規格自体の改正不要。 

 

 

ターミナルエンド部

高応力／高疲労累積部

異材継手部

任意選定部

その他

 
     図 3. 米国軽水炉クラス１配管溶接部欠陥検出部位1)

高重要度部

 以上の従来方式に対して、欧米諸国に習い、我が国では、(社)日本機械学会で、欠陥の存在

を容認した継続的使用による合理的なメンテナンスを可能とする「維持規格」が制定されて、

実績を挙げている現状にある。 
 その維持規格の考え方にリスク評価を入れたのが表1である。要約すると、検査する機器、部

品又は部分の決定は、リスク評価に基づき、リスクの高い部分に対して行う。設計時用いた安

全率はリスク評価の一つの材料となり、新たな場所に欠陥が検出された場合でも、基準/規則改
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正の必要は無く、当該欠陥検出事例はその後の当該部分のリスク評価に反映されることになる。 

因みに、通常、リスク評価で対象とするのは、減肉に代表されるように検査で損傷がモニタ

できるものであり、一方、疲労のようなものは、き裂発生前には必ずしも検査では検出できな

いので、ひとたび発生した後に、維持規格により管理する、という使い分けがされている。 

 

 
５．リスクとは 

  
リスクという言葉は従来からも諸々の場で用いられてきており、近年特に、リスクマネージメ

ントが盛んになっているので、全くご存知でない方はいらっしゃらないと思うが、定義を明確

にしておくことは大切である。以下に関係する用語の説明を文献2)から引用する形で行う。 
 
(1)リスクとは  
 リスクとは、重要な時限の間に、ある事象が発生する確率と、そのネガティブな影響度との組

み合わせであり、次式で計算される。 
       リスク＝事故の確率 ｘ 事故の影響度  
 
(2) リスクマネージメントとリスクの軽減 
 リスクの軽減はリスクマネージメントの一部分である。リスクの軽減とは、既知のリスクを

より低いレベルのリスクに軽減する行為である。リスクマネージメントとはリスクを評価する

プロセスであり、リスクの軽減が必要であるか否かを決定し、そしてリスクをある受容レベル

に維持する計画を起こすことである。リスクマネージメントを活用することにより、いくつか

のリスクは受容可能であることが明らかになり、リスクの軽減が不要になる。 
 
(3) 相対的リスクと絶対的リスク 
 絶対的リスクを計算することは多くの場合不可能である。RBI は相対的リスクの体系的な決

定に主眼を置いている。 
 
 
６．リスク評価の流れ1)

 
図 4.に一般的なリスク評価の流れを示す。 
一般的なリスク評価では、まず、対象を明確にすることから始める。そして、対象とする範

囲を明確にし、リスク解析の目的、対象外とするものの理由を明確にする。システムを明確に

する手段としては、FTA や ETA 等の解析ツールが用いられ、大きなシステムを小さなシステ

ム及び要素に分解していく。リスク源を特定する為にハザードシナリオ解析等が実施される。 
リスク源を特定する各種の方法を表 2 に示す。次に損傷や事故の結果として生じる被害の大

きさ(被害の影響度)を決める影響度評価を行う。この方法には、専門家が、例えば A～E 段階や

高・中・低等の評価を行う定性的影響度評価と、解析による定量的な方法があり、実際の適用

例ではその中間の半定量的な方法が一般的である。また、影響度の指標としては、安全性(年間 
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①枠組みの明確化

②システムの明確化

③ハザードシナリオ解析

④影響度の評価 ⑤損傷確率の評価

⑥リスクシナリオの明確化 ⑦感度解析

⑧リスク評価

⑨リスクに対する処理⑩レビュー
 

           図 4. リスク評価の流れ1)

 

            表 2. リスク源特定の方法1)

名称

 

特徴

予備的ハザード解析
(PHA)

詳細解析を用いて主たるハザードの特定をする前に、予備的に行
われる解析。通常は、予備設計段階で用いられる手法で、ハザー
ドとなり得る要素ごとに、ハザードの状況や、潜在的な事故、影
響などを表形式にまとめる。

故障モード・影響度解
析(FMEA)

システムにおける各構成機器を系統的に検査することにより、起
り得る結果から開始し、全ての可能性がある原因を得るために
遡って故障モードの特定を行う。故障モードの特定は可能な限り
広範であることが必要である。全ての故障モードを取り扱うと膨
大な量となるため、サブシステムに分けた解析が行われる。

故障モード・影響度・
致命度解析(FMECA)

FMEAの論理的な拡張であって、故障事象がそれによって生じ

うる影響の重要度に従って分類される。各故障モードの致命度を
決定するために、故障頻度と故障の影響の両者を主観的に評価す
る。解析の複雑さを排除するため、各機器または各サブシステム
は相互に独立であることを仮定する。影響度の評価は定性的であ
るため、故障モード間の相対比較、感度解析などに利用される。

ハザード・運転性解析
(HAZOP)

化学産業やプロセス産業のプラントのハザードや運転上の問題を
特定するために広く利用されている方法で、FMEA手法を特に

配管系の流体とプロセスユニットに基づくシステムに適合させた
もの。プロセス流れ図を用い、各プラント項目を順番に考慮する。
これにより、発生する可能性のある問題を考慮することができる。
結果は、一般に表形式のワークシートにまとめられる。

インシデントデータ
ベース

重大事故に至る以前のインシデント情報は上記の各種解析法にお
いて極めて重要である。利用可能なデータベースを調査し、活用
することが必要。

名称 特徴

予備的ハザード解析
(PHA)

詳細解析を用いて主たるハザードの特定をする前に、予備的に行
われる解析。通常は、予備設計段階で用いられる手法で、ハザー
ドとなり得る要素ごとに、ハザードの状況や、潜在的な事故、影
響などを表形式にまとめる。

故障モード・影響度解
析(FMEA)

システムにおける各構成機器を系統的に検査することにより、起
り得る結果から開始し、全ての可能性がある原因を得るために
遡って故障モードの特定を行う。故障モードの特定は可能な限り
広範であることが必要である。全ての故障モードを取り扱うと膨
大な量となるため、サブシステムに分けた解析が行われる。

故障モード・影響度・
致命度解析(FMECA)

FMEAの論理的な拡張であって、故障事象がそれによって生じ

うる影響の重要度に従って分類される。各故障モードの致命度を
決定するために、故障頻度と故障の影響の両者を主観的に評価す
る。解析の複雑さを排除するため、各機器または各サブシステム
は相互に独立であることを仮定する。影響度の評価は定性的であ
るため、故障モード間の相対比較、感度解析などに利用される。

ハザード・運転性解析
(HAZOP)

化学産業やプロセス産業のプラントのハザードや運転上の問題を
特定するために広く利用されている方法で、FMEA手法を特に

配管系の流体とプロセスユニットに基づくシステムに適合させた
もの。プロセス流れ図を用い、各プラント項目を順番に考慮する。
これにより、発生する可能性のある問題を考慮することができる。
結果は、一般に表形式のワークシートにまとめられる。

インシデントデータ
ベース

重大事故に至る以前のインシデント情報は上記の各種解析法にお
いて極めて重要である。利用可能なデータベースを調査し、活用
することが必要。

名称名称 特徴特徴

予備的ハザード解析
(PHA)
予備的ハザード解析
(PHA)

詳細解析を用いて主たるハザードの特定をする前に、予備的に行
われる解析。通常は、予備設計段階で用いられる手法で、ハザー
ドとなり得る要素ごとに、ハザードの状況や、潜在的な事故、影
響などを表形式にまとめる。

詳細解析を用いて主たるハザードの特定をする前に、予備的に行
われる解析。通常は、予備設計段階で用いられる手法で、ハザー
ドとなり得る要素ごとに、ハザードの状況や、潜在的な事故、影
響などを表形式にまとめる。

故障モード・影響度解
析(FMEA)
故障モード・影響度解
析(FMEA)

システムにおける各構成機器を系統的に検査することにより、起
り得る結果から開始し、全ての可能性がある原因を得るために
遡って故障モードの特定を行う。故障モードの特定は可能な限り
広範であることが必要である。全ての故障モードを取り扱うと膨
大な量となるため、サブシステムに分けた解析が行われる。

システムにおける各構成機器を系統的に検査することにより、起
り得る結果から開始し、全ての可能性がある原因を得るために
遡って故障モードの特定を行う。故障モードの特定は可能な限り
広範であることが必要である。全ての故障モードを取り扱うと膨
大な量となるため、サブシステムに分けた解析が行われる。

故障モード・影響度・
致命度解析(FMECA)
故障モード・影響度・
致命度解析(FMECA)

FMEAの論理的な拡張であって、故障事象がそれによって生じ

うる影響の重要度に従って分類される。各故障モードの致命度を
決定するために、故障頻度と故障の影響の両者を主観的に評価す
る。解析の複雑さを排除するため、各機器または各サブシステム
は相互に独立であることを仮定する。影響度の評価は定性的であ
るため、故障モード間の相対比較、感度解析などに利用される。

FMEAの論理的な拡張であって、故障事象がそれによって生じ

うる影響の重要度に従って分類される。各故障モードの致命度を
決定するために、故障頻度と故障の影響の両者を主観的に評価す
る。解析の複雑さを排除するため、各機器または各サブシステム
は相互に独立であることを仮定する。影響度の評価は定性的であ
るため、故障モード間の相対比較、感度解析などに利用される。

ハザード・運転性解析
(HAZOP)
ハザード・運転性解析
(HAZOP)

化学産業やプロセス産業のプラントのハザードや運転上の問題を
特定するために広く利用されている方法で、FMEA手法を特に

配管系の流体とプロセスユニットに基づくシステムに適合させた
もの。プロセス流れ図を用い、各プラント項目を順番に考慮する。
これにより、発生する可能性のある問題を考慮することができる。
結果は、一般に表形式のワークシートにまとめられる。

化学産業やプロセス産業のプラントのハザードや運転上の問題を
特定するために広く利用されている方法で、FMEA手法を特に

配管系の流体とプロセスユニットに基づくシステムに適合させた
もの。プロセス流れ図を用い、各プラント項目を順番に考慮する。
これにより、発生する可能性のある問題を考慮することができる。
結果は、一般に表形式のワークシートにまとめられる。

インシデントデータ
ベース
インシデントデータ
ベース

重大事故に至る以前のインシデント情報は上記の各種解析法にお
いて極めて重要である。利用可能なデータベースを調査し、活用
することが必要。

重大事故に至る以前のインシデント情報は上記の各種解析法にお
いて極めて重要である。利用可能なデータベースを調査し、活用
することが必要。
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致死事故率等)、コスト(経済的損失等)、影響面積(爆発又は漏洩等の事故による被害面積等)、
環境被害(生物への影響等)等が用いられる。 

損傷率は、API-581 では、破損発生確率として以下のように、[一般的な破損発生頻度]に[機
器に関する修正因子]と[管理に関する修正因子]を乗じて求められる。 

 
この「機器に関する修正因子」(以降、「機器修正因子」又は「機器修正係数」と称する)及び「管

理に関する修正因子」(以降、「管理修正因子」又は「管理修正係数」と称する)は、一般的な損

傷確率に対して、リスクを増減させる設備環境や運転状況に関する要因を評価したものである。

API-581 ではこの「機器修正因子」は以下のようなプラントのサブファクターを評価して、リ

スクを増減させる。 

 
 

ク

 

の低精度、不確定性を補う為に実施する。以上の結果、一般的に見る縦

横 3 x 3 或は 5 x 5 升目の中で、縦軸を損傷発生頻度(likelihood)、横軸を影響度(Consequence)
としたリスクマトリックスの中に、対象とする機器、部品、部分のリスクをプロットした結果

リスクシナリオの明確化では、集まった情報とリスク評価の目的に応じて、以下のどのリス

解析手法を適用するかを決める。 

レベルＩ： 定性的リスク解析 ⇒簡易解析、装置の優先順位の決定 
レベル II： 半定量的リスク解析 ⇒より詳細で正確なリスク解析 
レベル III： 定量的リスク解析 ⇒経済効果を含んだ も詳細な解析 

 
 感度解析は、データ

技術モジュール副因子
(Technical Module Subfactor) 

プラント立地条件副因子
(Universal Subfactor) 

機器に関する
修正因子 
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Equipment 
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損傷速度 
検査の有効性 

プラントの管理状況 
冬季の過酷度 
地震発生条件 

機器又は配管の複雑度 
建設時の適用規格 
寿命からの余裕度 
安全性評価 
振動に対する評価 

プロセス副因子
(Process Subfactor) 

機械的副因子
(Mechanical Subfactor) 
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図 6. API-581 による機器修正因子の求め方 
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図 5. API-581 による破損確率の求め方 
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が得られる。 
 リスクマトリックスに従って、対象となる機器又は部品、部分のリスクを回避するか、低減

するか、移転するか、許容して継続使用するかの処置が採られる。その処置の方法を表 3 に示

す。 
 

 

 

７．舶 RBI
 

.1 鋼船規則上の位置付 

したいとの要求があるものと思われる。運航船舶のメンテナンスの大きなウエ

定される機関継続検査(以降 CMS と称する)対象機器及び部品、所謂、CMS 対象機器・

品である。2006 年度はその中の主機関を対象とすることとした。 
また、対象となる船舶の条件としては、以下のことを考慮する必要がある。 

(1) リスク管理が可能な船舶及び船主でなければならない。 
(2) 本船で日常又は定期的に実施されるメンテナンス業務の中に、リスクを低減する為の行為

が含まれる船舶でなければならない。 
(3) それらのメンテナンス及び状態監視記録が電子データ化され、自動的又は電子媒体により

RBI システムに取り入れることが可能であることが望まれる。 
従って、M0 船(弊会の自動化設備規則を適用した船舶)に加えて、状態監視設備を付加した船舶

を対象とするのが 良と考えられる。故に、適用規則としては、弊会鋼船規則 B 編 9 章に規定

される「機関予防保全検査」とし、当該規則の中でリスク評価する規定を設けることを前提に

して、本研究を推進することとした。  
 

           表 3. リスクに対する処理1)

      

用主機関 の概要 

7
 
リスク評価を船級検査に導入するに当たって、対象を明確にする必要がある。現在、船主殿

の高いニーズの中には、コンテナ船等の付加価値の高い船舶のメンテナンス作業を、効率的且

つ経済的に実施

イトを占めるのが、主機関、補器類を含む主推進プラントであることは論を待たない。従って、

弊会の RBI の対象を、機関室全補機器及び主、補機関とすることとした。弊会鋼船規則 B 編 9
章に規

部
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7
 
(1) 損傷率の求め方 

RBI システムの も重要な要素は、各機関及び機器の損傷率である。API-581 では、そのデ

ータを GFF(一般的な破損発生頻度)として、熱交換器、圧力容器、搭、往復ポンプ、大気圧貯

蔵、配管の破孔径毎の漏れ確率として与え、TMSF(テクニカルモジュール・ ァクター)
及び機器修正因子として、各損傷メカニズムに従って修正係数を与える方法を取っている。こ

れは、各部品及び部分の損傷データが十分でない故であり、本研究では、本会の損傷データベ

ースの中から、1996 年から 2005 年の 10 年間に発生し、報告された損傷を用いて、損傷率/寿
命カーブを求めることとした。主機関を対象とした本 RBI のプロトタイプで用いる損傷率も同

様である。その場合の損傷率は以下のようにして求めたものである。 

機器の寿命カーブは、その機器が故障又は破損/損傷した数を、

その

FTA 図を作成した。そ

の概要を図

立して発生するものとし、各

他の が実施される部分があり、それらをキー部分とし

カバ 繋がるとして、これらの

 

別損傷率を求める。データ数が不十分の場合は、類

部品、部分での同様な損傷モードの損傷率カーブに合わせた形でカーブを設定することで対

に、この各部品及び各損傷モード毎の損傷率を用いたリスク評価は、

リ方式としてより精密な評価を行うことに繋がる。 
「燃焼室周り部品」、「動力伝達装置部品」、「ケー 内部機構」、

「付属機器」の

.2 RBI の基本データ 

サブフ

 

因みに、信頼性の考え方では、

時間で残存している数で除して求める。これに対して、舶用主機関の部品は、損傷により

その残存数が減少することはなく、修理して再使用される。母数の減少は、船舶の解撤や転売

による弊会からの脱級により生じる。従って、厳密な意味では本稿で扱う船齢毎の損傷率はそ

の部品の寿命カーブを示しているものではない。 
 

(2) 主機関損傷の FTA 図 
主機関を対象とした RBI システムを構築するに際し、主機関損傷の

7 に示す。 
弊会の損傷データを検討した結果、各部品の損傷はお互いに独

部品毎の損傷率を求めることとした。更に、各部品の中には、その部分に損傷が発生したら、

部分の損傷如何に関わらず、開放、点検

て、当該部分の損傷率を算出することとした。例えば、排気弁等弁穴周辺での損傷はシリンダ

の開放に繋がり、ピストンリングの損傷はピストンの開放点検に

部分をキー部分として、船齢別損傷率を求め、その他の部分は当該部品全体で扱うものとした。

この FTA 図を元にして算出される各部品の船齢別損傷率の近似曲線をそのまま、各部品の標

準損傷率カーブとして利用することとした。 
更に、各部品毎に、各損傷モードの船齢

似

処することとした。因み

エプ

な 、類似部品・機器を、お シング・

4 グループに集約して、各々損傷モードに対して損傷率カーブを求めることも

検討したが、結果的に、複数の異なる損傷場所で同一の損傷モードが混在する故に、4 グルー
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プに絞っての損傷モードは使用しないこととした。例えば、同じ燃焼室回りのき裂でも、冷却

水側のき裂と触火面側のき裂では、形態及び損傷率カーブも異なるべきであるからである。 

 
(3) 主機関部品の標準損傷率 
 図 8 に主機関シリンダライナの標準損傷率を実線のカーブで示す。 
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損傷率/故障率は、人間の死亡率曲線に代表される通称「バスタブカーブ」で表現され、 
・初期故障期(DFR, Decreasing Failure Rate、故障率減少型) 
・偶発故障期(CFR, Constant Failure Rate、故障率一定型) 
・磨耗故障期(IFR, Increasing Failure Rate、故障率増加型) 
3 つ故障率の時期があることは、信頼性に関わった人間でなくとも、よく知られたことであ

る。図 8 に示したシリンダライナの標準損傷率カーブは、舶用主機関の部品損傷が

IFR(Increasing Failure Rate、故障率増加)型に該当することを示している。弊会の損傷データ

ベースから求めた結果は、ほとんどの機器、部品が図 8 のように近似できることを示している

ので、主機関の各部品の標準損傷率λは 

で表すこととした。a 及び b は各機器、部品、或は損傷モードで決まる定数である。 
(8-1)式での表現は、各損傷モードで考えると、 
・腐食、浸食等：IFR 型で、船齢の増加に従いほぼ直線的に損傷率も増加 
・磨耗、き裂等：IFR 型で、船齢の増加に従いほぼ指数関数的に損傷率も増加 
・シリンダカバ付排気弁、吸気弁、燃料弁等：CTR 型(定期的な交換)で、損傷率一定 

等と判断できるが、部品全体を考慮した場合は、その支配する損傷モードの形態に依存しつつ

も、ほぼ、IFR 型の指数分布で近似できると考えられる。 

の

 

 

 

 

8 の中で、実線で示される標準損傷率カーブに対して、NK 損傷データベースか

「◆」でプロットして示す。この実際の損傷率は、4～6 年の

付近と ～ 年の付近で、高く現れる傾向が顕著に見られる。この傾向は、他の部品に関して

スクの算出は、API-581, ASME 共その方法は一致しているので、前節で述べた通り、各対

象機器・部品毎に、[損傷確率]x[被害の影響度]で算出する。その詳細を以下の図 9 に示す。 
実際の各部品損傷による主機損傷には、曳航を余儀なくされるか、減速航行を余儀なくされ

る重大損傷から軽微な損傷まで含まれる。この部品損傷の影響度を、当該部品損傷が船舶の運

(8-1)  

因みに、図

ら求めた各船齢における損傷率を

9 11
も同様である。この理由は、通常であったら、6 年頃,7 年頃又は 8 年頃に発生する可能性があ

った損傷を、船級規則に従った当該部品の開放検査により、事前に発見した結果であると考え

られる。逆に言えば、5 年目の開放が無ければ、6 年目、7 年目又は 8 年目に損傷が発生して、

主機関の停止を余儀なくされた可能性が考えられる訳である。 
一般的にシリンダライナ、ピストン、シリンダカバ等主要部品は、メーカ推奨時間又は船主

の内規に従って、例えば、6,000～12,000 時間を超えない間隔で、本船乗組員の手で、開放、

点検が実施されるので、船級規則で 5 年間隔で要求される開放検査が無くても、本船の点検時

に損傷は発見可能と思われるが、そのような部品であっても、5 年目、10 年目の船級検査での

損傷発見割合が高い事実は、船級検査の有効性を示しているとも考えられる。 
 

 

7.3 RBI テクニカルモジュール 
 
(1) リスクの算出方法 
リ
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航にどのような影響を及ぼすか、所謂、曳航が必要になるか、減速航行が必要になるか、数時

間 え操作で問題なく運航でき

る るために要する作業工数(人日)
と 響度]として算出することとし

 

 

正

関、機器の損傷の中で、曳航に至った損傷と減速航行を余儀なくされた損傷をそれぞれ 1 級

傷及び 2 級損傷として重大損傷に分類してきた。この分類は、今回の評価でも十分に用いら

数]は本船で日常及び定期的に実施する保守点検の方法により、表 6 に

示す

5
スク評価の一つの要因となることであり、船級検査時の点検方法ではないことである。 
 

の作業による減筒運転が必要になるか、二重性部品による切り替

か等を[損傷時の運航影響度]とし、当該部品を現状復帰させ

しての[平均修復工数]の 2 つに分けて、合わせて、[被害の影

た。 
 

 
(2) 各種リスク増減修正因子 

[損傷確率]は[標準損傷率]と[機器因子修正係数]と[管理因子修正係数]の積として求める。

基本となる[標準損傷率]はＮＫ損傷データベースから算出した各部品の船齢毎の損傷率カーブ

を用いる。因みに、この損傷率カーブは、今回、多くの文献を調査したが、主機単体としての

損傷率又は MTBF(Mean Time Before Failure)の記載はあっても、各部品まで示したものはな

かったので、弊会の損傷データベースの誇れる部分であると考える。

更に、以上の各々修正係数は以下により求める。 
[機器因子修正係数]＝[保守点検方法修 係数]x[状態監視修正係数] 
[管理因子修正係数]＝[船舶管理修正係数] 

以上の各リスク増減因子(＝修正係数)を表 4 にまとめて示す。 
表 5 に[損傷時の運航影響度]の分類を示す。運航影響度に関しては、弊会では、従来から、

機

損

れ得ると考えられる。 
[保守点検方法修正係

ように分類した。ここで、注意する点としては、これは、本船の通常保守作業の方法であ

り、この因子が、船級規則で要求され、 年間隔で要求される開放検査を実施するか否かのリ
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トレンドを的確に把握

して 考えるが一般的である。そのレベルに応

じて

 

して決める。

 

図 10 に本 RBI システムによるリスクマトリックスの概要を示す。リスクマトリックスは半

 
[状態監視修正係数]は、リスク増減修正係数の中で、 も、値を大きく変える要因になる。

これは、船舶で設備される状態監視が故障＝損傷予知にどの程度寄与するかによって決定され

る。単純に、各シリンダに温度や圧力センサを付けただけでは、一般的に損傷予知ができると

は判断できない。各々機関の特性に応じた筒内圧及 温度の異常値及びび

、乗組員に警告を るものである必要があ と発す る

1～5 の係数が決められる。 

管理システム修正係数は API581 を参考にして本船の日常点検頻度、定期的保守頻度を参考に

 
[船舶管理修正係数]は、船主及び船舶管理会社が行っているリスクマネージメントや、リス

ク評価に関する教育、訓練のレベルに応じて、ISM 審査実績や、ISO 品質管理システムの運用

状況と併せて評価係数を決める。

 
 

7.4 主機関 RBI のリスクマトリックス例 

 

   表 6. 保守点検方法修正因子 
保守点検方法 係数 

目視点検 4 
歪計測、磨耗量計測、伸び量計測実施 3 
非破壊検査(磁粉探傷、蛍光探傷、UT,
Ｘ線探傷) 

  2 

水圧試験、圧力試験実施   1 

            表 4.リスク算出に必要な影響因子の求め方    
リスク影響因子 求め方 詳細、備考   
[リスク 損傷確率]と[被害の影響度]の積 ] [  
[ ] [損傷時の運航影響度] [ ]   被害の影響度 と 平均修復工数 の積

[損傷時の運航影響度]  表 5 参照 当該部品損傷が船舶の運航に与える影響

[平均修復工数] 復旧するために要する作業工数(人・日) 各部品毎に決定 
[損傷確率] [標準損傷率]と[機器因子修正係数]と[管理因

子修正係数]の積 
 

[標準損傷率] ＮＫ損傷データベースから算出した各部品の

船齢毎の損傷率カーブ 
 

[機器因子修正係数] [保守点検方法修正係数]と[状態監視修正係

数]の積 
 

[保守点検方法修正係数 保守点検の方法により決定 表 6 参照 
[状態監視修正係数] 状態監視の程度と有効性により決定  
[船舶管理修正係数] 乗組員のレベルや船舶の管理形態により決定  

 表 5. 損傷時の運行影響度 
損傷時の運行状態 係数 

運転不能(曳航)   4 
減筒工事して航行(減筒運転)   3 
負荷制限して続航(減速航行)   2 
船上で復旧、正常運転   1 
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定 響度を示し、そ

れぞれ上方、右方向へ移るに従い、値が大きくなる。リスクの分類は A～D
A 分類に入っ 部品は開 検査が要求 れ、B
の他の本船の状況によ ては、次回検査日までの期間を短縮する等 より開放 査

ことも検討され得る。C D のリスク分類に入った部品の開放検査は猶予可能と考えられる。 
 

リスクマトリックスで示された高リスク範囲にプロットされた部品に関しては、開放検査が

される。所謂、リスク評価に用いられる各部品の損傷率を含むデータは、過去

の

たリスクを用いて総合的に判断できるエキスパートの存在

が期待される。 
 

. 結び 

 

量方式として、縦横 5 x 5 の升目の中で、縦軸に損傷確率、横軸に被害の影

の 4 つに分類し、

の た 放 の分類は、原則開放検査が要求されるが、そさ

っ

及び

に 検 を延長する

C B B A V A 

IV D C C B ①② 

III D D C B B 

D D ③④⑤ C II B 

損

傷

確

率 

 
7.5 リスク評価のエキスパート 

 

検討されることになるが、リスクマトリックスを見ながら、それを判断できるエキスパートが

いることが期待

記録であり、新しい機器、装置、環境においては、過去に経験していない損傷発生の可能性

を考慮する必要がある。開放検査の是非を判断するためには、リスクマトリックスでの結果に

画一的に従うのではなく、算出され
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被害
 

の影響度 
 

  D ：リスクが低く継続使用可  

  C ：リスクがやや低く継続使用可  

  B クがや 検査が必要：リス や高く解放  

  A ：リスクが高く解放検査が必要  

  ①～⑳  ：主機関の各部品に対応  

       

  図.10. 主機関 RBI による各部品のリスクマトリックス 
 

(財)日本海事協会 - 68 - 平成 18 年度 ClassNK 研究発表会 



 
 
 

リスク評価に基づく検査の舶用主機関への適用 

本稿は、近年、急速に普及しつつあるリスクマネージメント及びリスクベースメンテナンス、

リスクベース検査に対して、興味をお持ちの方々が多いと考えるが、その概要と、弊会の行っ

ているリスク評価による船級検査の研究の概要を、船主、造船所当関係する方々に知っていた

だく目的で、研究の途中ながら報告させていただいた。本研究は、現在、コンピュータソフト

開発段階にあり、近日中に、その完成したソフトを用いて、保守データを用いた RBI 検証に移

る予定である。次回の本研究報告会では、その成果も合わせて、機関室全体の機関・機器の RBI

システムの概要を報告できると確信している。 
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